
○ パイロット的に全国10か所に樹木採取区を指定し、2021年９月から10月にかけて樹木採取権者の公募を開始。数ヶ月間

の公募期間を経て、以下の６か所について申請があったことから、選定に向けた審査等を実施（うち秋田森林管理署管内の

樹木採取区において樹木採取権を設定）。

樹木採取権者の申請について

森林
管理局

森林
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主要
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存続期間

樹木採取区の指定日

東北

秋田 秋田県 大仙市内 スギ 皆伐 １９１ｈａ ８年 2021年9月6日

三八上北 青森県 田子町内 スギ、カラマツ 皆伐 ２９０ｈａ ８年 2021年9月6日

関東 茨城 茨城県 常陸太田市内 スギ、ヒノキ 皆伐 ２６１ｈａ 10年 2021年9月27日

近畿中国 岡山 岡山県 新見市内 スギ、ヒノキ 皆伐 ２５１ｈａ ９年 2021年9月30日

四国 四万十
高知県 中土佐町、四万十町にまた
がる区域

スギ、ヒノキ 皆伐 ２９１ｈａ 10年 2021年9月13日

九州 熊本南部
熊本県 人吉市、水俣市、芦北町、
五木村にまたがる区域

スギ、ヒノキ 皆伐 １９０ｈａ 10年 2021年9月30日

（別紙１）


